
 
 

 

  

                                 

報道関係者 各位 

 

「（旧）特定労働者派遣事業主向け許可申請説明会」を開催！ 

 

岐阜労働局では、平成 27 年 9 月の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣 

労働者の保護等に関する法律（労働者派遣法）」の改正により、（旧）特定労働者派 

遣事業主は平成 30 年 9 月 29 日をもって廃止されることから、引き続き労働者派遣事 

業を予定している（旧）特定労働者派遣事業主に対して、許可申請を円滑に移行する 

ための説明会を開催します。 

 

 開催日時  

【1 回目】平成 28 年 10 月 19 日（水）  

【2 回目】平成 28 年 10 月 24 日（月）  

14：00～16：00 

（受付：13 時 30 分～） 

 開催場所 

岐阜産業会館 

（岐阜市六条南二丁目 11 番 1 号） 

  ☎ 058‐272‐3921                                         

 参加対象者 

（旧）特定労働者派遣事業主 

 その他 

・ 会場は、右の地図を参照してください。 

・ 説明会は、取材可能です。 
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